
  

令和４年度事業報告 

 

公益社団法人 秋田県手をつなぐ育成会 

１ 基本理念 

 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下、障害者総

合支援法という。）」第 1 条に明記された「障害児者が基本的人権を享有する個人と

しての尊厳にふさわしい生活を営むことが出来る地域社会の実現」を目的に、第１条

の２に規定された基本理念を実現するため、全国手をつなぐ育成会連合会の支援を得

ながら、関係機関・団体等と広く連携を図り､会員である市町村手をつなぐ育成会・親

の会及び施設保護者会や特別支援学校保護者会、特別支援学級保護者との協働活動を

進めて、本会の目的の達成に努めます。 

 

２ 事業の方針 

 近年、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている中､令和３年４月より障害

福祉サービス等報酬が改定され､重度障害者への支援拡充や障害者虐待の防止、身体拘

束の廃止に向けた取り組みをほぼ全サービスに義務化するなど障がいのある人を取り

まく環境は新たな局面を迎えようとしています。 

 こうした状況の下、障害者総合支援法の基本理念の実現に向け、実際の運用面にお

いて、障がいを持つ本人たちが人間としての尊厳を守られ、豊かな人生を自己実現で

きるよう全国手をつなぐ育成会連合会と連携し、国や行政機関へ強く働きかけていく

ことが必要であります。 

 秋田県手をつなぐ育成会では、障がいのある人が、障がいの有無によって分け隔て

られることなく、地域の一員として、共に生活できる社会の実現を目指します。 

 家族や関係者が手をつなぎ、一人では届かない声を集め、様々な問題を切り開いて

いく活動や事業を通して、知的障がいのある人の自立と社会活動への参加を促進する

とともに福祉の増進に寄与するため、会員一丸となって、次の事項を事業の方針とし

て推進していきます。 

 なお､新型コロナ感染症の収束に向け、政府や地方自治体が強力な取り組みを実施し

ていることもあり、引き続き健康面や感染症への対処に配慮し、各事業については感

染症の情報を収集するとともに状況をしっかり把握しながら対応していきます。 

 

（１）障害者総合支援法の動向や、自立に向けた権利擁護（障害者権利条約、障害  

 者虐待防止法、障害者差別解消法、成年後見制度など）に関する諸問題を理解 

 するための取り組み 

（２）県内３地区組織体制を充実し、持続性のある事業とするための取り組み 

（３）第６２回手をつなぐ育成会秋田県大会（南秋潟上男鹿大会）の開催、その結果

を踏まえ今後のあり方についての検討 

（４）令和６年度に秋田県での開催を予定している全国手をつなぐ育成会連合会全国

大会に向けた財政基盤の立て直し 

（５）市町村育成会（親の会）・施設保護者会の情報交換、研修会など連携の機会を

強めるための取り組み 

（６）本人活動に対する積極的な支援、協力 

（７）本人や家族等に対する相談支援事業の充実 

（８）県民に理解を得るための活動 

（９）秋田県知的障害者福祉協会など関係機関・団体との情報交換と協働活動するた



 

 

めの取り組み 

（10）特別支援学校や特別支援学級保護者への育成会活動を理解していただくため 

  の取り組み、就学前の幼児期保護者への支援 

（11）次代を担う会員の育成と組織加入、個人加入拡大のための取り組み 

（12）行政機関、教育機関、他関係団体との連携強化と情報の交換 

（13）会員が必要とする資料のスピーディな配布と周知・ホームページによる情報 

提供 

（14）組織運営改善のため、法人格の変更を含めた組織の在り方を検討 

 

３ 主な事業   

（１）福祉思想の啓発や情報提供 

① 普及啓発活動 

 ア 第６２回手をつなぐ育成会秋田県大会（南秋・潟上・男鹿大会）の開催 

   開催日 未定  【令和５年度に延期】 

   場 所 未定 

参加人数 １５０人 

  ② 情報提供  

      ア 会報「秋田県手をつなぐ親たち」の発行 【秋発行】 

   発行回数  年２回 春（５月）・秋（１０月） 

   部  数  １回 ５，６００部 

 イ 全国手をつなぐ育成会連合会の速報資料等の随時配布【随時配布】 

  ウ ホームページによる情報提供【随時更新】 

 

（２）研修会及び協議会の開催と行政等への問題提起活動 

  ① 組織強化事業の実施【各団体へ随時参加】 

    ・秋田県社会福祉協議会の関係委員会への参加、協力 

 運営適正化委員会  

福祉サービス第三者評価決定委員会 

 秋田県地域福祉推進会議 

 秋田県社会福祉大会 

・秋田県障害者スポーツ協会の理事会等への参加、協力 

・特別支援学校ＰＴＡ連合会への参加､協力 

・秋田県障害者の生涯学習支援モデル事業連携協議会への参加、協力 

    ・秋田県障害福祉団体協議会への参加、協力    

        ・秋田県障害者施策推進審議会への参加、協力 

    ・秋田県障がい者総合支援協議会への参加、協力 

・秋田県社会福祉事業団評議委員会への参加、協力 

   ② 研修事業等の実施 

   ア 秋田県手をつなぐ育成会地区別（３地区）協議会の開催 

         １．県北地区 【中止】 

          ２．中央地区 【中止】  

     ３．県南地区 【中止】 

 イ 会員・支援者等研修会 

   育成会活動の次代を担う人材育成・支援者のための研修会を開催する。 

  ・秋田県手をつなぐ育成会会員等研修会  



 

 

      市町村手をつなぐ育成会・施設保護者会会長等会議を併せて開催 

   横手市手をつなぐ育成会へ「親亡きあと」研修の資料提供 

  ・全国手をつなぐ育成会連合会主催研修会等への派遣、伝達研修 

   ７月１３日（水）全育連 年金学習会（オンライン） 

 ウ 特別支援学校保護者会や特別支援学級保護者研修会、就学前の幼児期保護

者への支援 【中止】 

③ 地域強化事業の実施 

 地域育成会・保護者会総会・研修会や特別支援学校 PTA 総会等の行事に参

加し、最新の情報を提供・講習会を開催する。 

  【会長】 

・７月８日(金) 比内支援学校 講演 

 ・１０月１６日（日）「大館市ともに障害者と歩む集い」参加 

 ・１１月１０日（木）男鹿市手をつなぐ育成会「スポーツ交流会」参加 

 

（３）本人の社会参加の実現及び福祉の増進活動の実施 

  ① 本人活動支援事業 

   ア 本人活動「秋田県ともだちの会」の開催【延期】 

   イ 本人活動支援事業の実施 

     １０か所程度 

①  鹿角市手をつなぐ親の会  ②  大館市手をつなぐ育成会  ③  三種町こ

手をつなぐ育成会  ④  男鹿市手をつなぐ育成会  ⑤秋田いなほ会  

⑥  秋田市手をつなぐ育成会  ⑦  大仙市手をつなぐ育成会  ⑧  角館町手

をつなぐ育成会  ⑨  やまばと園  ⑩  阿桜園  ⑪  由利本荘市手をつなぐ

育成会  

 ② 障がいのある人やその家族に対する相談事業 

   ア 巡回相談事業【中止】 

     特別支援学校保護者等を対象 

   イ 県育成会や地域育成会での相談 

 

（４）知的障がいのある人のための各事業への共催、協力事業 

  ① 全国手をつなぐ育成会連合会及び東北ブロックの主催行事への参加、協力 

ア 第６１回手をつなぐ育成会東北ブロック大会 

 実施日 令和４年９月１０日（土）～１１日（日） 

  場 所 宮城県仙台市 仙台サンプラザホテル 

  会長分科会話題提供者として参加 

イ 手をつなぐ育成会東北ブロック協議会 

       年２回程度 

  ② 秋田県障害者福祉展（秋田県・県障害者社会参加推進センター主催「心い 

  きいき芸術・文化祭」）の共催 

開催日 令和４年１1 月３～５日 

場 所 にぎわい交流館ＡＵ   

事務局長スタッフとして参加 

  ③ 秋田県障害者スポーツ大会の共催 

実施日 令和４年８～９月 

事務局長９月１０日（土）ボウリング競技へスタッフとして参加 



 

 

（５）その他事業 

 情報誌配布事業【１２回配布】 

  元気の出る情報・交流誌「手をつなぐ」（全国育成会連合会発行）の配布 

  毎月 １７４部  

 

４ 法人組織運営   

（１）会議の開催 

 ① 総   会【書面開催】 

   令和４年 6 月 

   ア 令和３年度事業報告、収支決算の承認に関すること 

   イ 令和４年度事業計画について 

   ウ その他 

 ② 理 事 会 

   第１回 令和４年５月【書面開催】 

    ア 総会に付議する事項について 

          ・事業報告、収支決算について 

    イ 総会の招集について 

ウ 令和４年度事業計画について 

    エ 会長・副会長の業務の執行状況について 

      第２回 令和４年１２月【未実施】 

      ア 令和４年度事業の進捗状況について 

     イ 令和４年度上半期予算執行状況について 

     ウ 会長・副会長の業務執行状況について 

        第３回 令和５年３月【開催】 

          ア 令和５年度事業計画・収支予算（案）について 

          イ 会長・副会長の業務執行状況について 

     ウ その他 

③ 監 事 会【令和４年４月２２日実施】 

  令和４年４月 

      監査の実施 

 ④ 正副会長会議 必要に応じ年４～5 回程度 

第１回 令和４年５月【書面開催】 

 ア 理事会・総会に付議する事項について 

    イ 令和４年度事業について 

   第２回 令和４年１０月【オンライン開催】 

    ア 令和４年度事業の進捗状況について 

    イ 今後の事業について 

        第３回 令和４年１２月【未実施】 

 ア 理事会に付議する事項について 

      イ 令和４年度事業の進捗状況について 

        第４回 令和５年２月【オンライン開催】 

 ア 理事会に付議する事項について 

 イ 令和５年度事業計画・予算について   

  ウ 令和４年度事業の進捗状況について 


